
28－1 

２８ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 

平成22年3月31日 

法 律 第 18 号 

平成25年12月4日 

法 律 第 90 号 

平成26年6月13日 

法 律 第 69 号 

（最終改正） 

  

 第一章 総則  

 

（目的）  

第一条  この法律は、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けるこ

とができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会

均等に寄与することを目的とする。  

 

（定義）  

第二条  この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。  

一  高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）  

二  中等教育学校の後期課程（専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第三項において同じ。）  

三  特別支援学校の高等部  

四  高等専門学校（第一学年から第三学年までに限る。）  

五  専修学校及び各種学校（これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める

ものに限り、学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）第一条 に規定する学校以外の教育施設で学校教育に

類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法 以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校

の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの（第四条及び第六条第一項において「特定教育

施設」という。）を含む。）   

   

   

 第二章 高等学校等就学支援金の支給  

 

（受給資格）  

第三条  高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本

国内に住所を有する者に対し、当該高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、

これらのうちいずれか一の高等学校等の課程）における就学について支給する。  

２  就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。  

一  高等学校等（修業年限が三年未満のものを除く。）を卒業し又は修了した者  

二  前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者  

三  前二号に掲げる者のほか、前項に規定する者の保護者（学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。）そ
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の他の同項に規定する者の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者（以下「保護者等」という。）

の収入の状況に照らして、就学支援金の支給により当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認めら

れない者として政令で定める者 

３  前項第二号の期間は、その初日において高等学校等に在学していた月を一月（その初日において高等学校又

は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあ

っては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数）として計算する。  

 

（受給資格の認定）  

第四条  前条第一項に規定する者（同条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。）は、就学支援金の支給を

受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その在学する高等学校等（その者が同時に二以上

の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程）の設置者を通じて、当該高等学校

等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定

教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会）に対し、当該高等学校等における就学について

就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。  

 

（就学支援金の額）  

第五条  就学支援金は、前条の認定を受けた者（以下「受給権者」という。）がその初日において当該認定に係

る高等学校等（以下「支給対象高等学校等」という。）に在学する月について、月を単位として支給されるものと

し、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額（授業料の額が年額その他月額以外の方法によ

り定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定

した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業

料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。）に相当する額（その額が支給対象高等学校等の設置者、種

類及び課程の区分に応じて政令で定める額（以下この項において「支給限度額」という。）を超える場合にあって

は、支給限度額）とする。  

２  支給対象高等学校等が政令で定める高等学校等である受給権者であって、その保護者等の収入の状況に照ら

して特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要があるものとして政令で定めるものに対して支給される就学

支援金に係る前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に政令で定める額を加え

た額」とする。  

３  第一項の支給限度額は、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高

等部の授業料の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。  

 

（就学支援金の支給）  

第六条  都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（支給対象高等学校等が

特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）は、受給権者に対し、就学支

援金を支給する。  

２  就学支援金の支給は、受給権者が第四条の認定の申請をした日（当該申請が支給対象高等学校等の設置者に

到達した日（次項において「申請日」という。）をいう。）の属する月（受給権者がその月の初日において当該支

給対象高等学校等に在学していないとき、受給権者がその月について当該支給対象高等学校等以外の高等学校等

を支給対象高等学校等とする就学支援金の支給を受けることができるときその他政令で定めるときは、その翌月）

から始め、当該就学支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。  
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３  受給権者がやむを得ない理由により第四条の認定の申請をすることができなかった場合において、やむを得

ない理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたとき（当該申請が支給対象高等学校等の設置者に到達したとき

をいう。）は、やむを得ない理由により当該認定の申請をすることができなくなった日を申請日とみなして、前項

の規定を適用する。  

４  前三項に定めるもののほか、就学支援金の支払の時期その他就学支援金の支給に関し必要な事項は、文部科

学省令で定める。  

 

（代理受領等）  

第七条  支給対象高等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の

授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。  

 

（就学支援金の支給の停止等）  

第八条  就学支援金は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合その他の政令で定める場合において、受

給権者が、文部科学省令で定めるところにより、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に申し出

たときは、政令で定めるところにより、その支給を停止する。  

２  前項の規定により当該月に係る就学支援金の支給が停止された月は、第三条第三項の規定による同条第二項

第二号の期間の計算については、その初日において高等学校等に在学していた月には該当しないものとみなす。  

 

（支払の一時差止め） 

第九条 受給権者が、正当な理由がなく第十七条の規定による届出をしないときは、就学支援金の支払を一時差

し止めることができる。 

 

（支払の調整）  

第十条  就学支援金を支給すべきでないにもかかわらず、就学支援金の支給としての支払が行われたときは、そ

の支払は、その後に支払うべき就学支援金の内払とみなすことができる。就学支援金として支給すべき額を超え

る額の就学支援金の支給としての支払が行われた場合における当該超過額の支払についても、同様とする。  

 

（不正利得の徴収）  

第十一条  偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収

の例により、その者から、その支給を受けた就学支援金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することがで

きる。  

２  前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。  

 

（受給権の保護）  

第十二条  就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。  

 

（公課の禁止）  

第十三条  租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。  

 

（国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例）  
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第十四条  国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第四条、第六条第一項か

ら第三項まで、第七条、第八条第一項及び第十一条第一項の規定の適用については、第四条中「設置者を」とあ

るのは「長を」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するもので

ある場合（当該高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会）」とあるのは

「文部科学大臣」と、第六条第一項中「都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものであ

る場合（支給対象高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」

とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項中「設置者に」とあるのは「長に」と、第七条中「支給

対象高等学校等の設置者」とあるのは「文部科学大臣」と、「代わって就学支援金を受領し、その有する」とある

のは「支給すべき就学支援金を国の有する」と、「充てるものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合

においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給があったものとみなす」と、第八条第一項中「設置者を」

とあるのは「長を」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第十一条第一項中「都道府県知事」と

あるのは「文部科学大臣」とする。  

２  独立行政法人通則法 （平成十一年法律第百三号）第二条第一項 に規定する独立行政法人又は国立大学法人

法 （平成十五年法律第百十二号）第二条第一項 に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学に

ついて支給される就学支援金に係る第四条 、第六条第一項、第八条第一項及び第十一条第一項の規定の適用につ

いては、第四条中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するもので

ある場合（当該高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会）」とあり、第

六条第一項中「都道府県知事（支給対象高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（支給対象高等学

校等が特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）」とあり、並びに第八条

第一項及び第十一条第一項中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。  

３  都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第四条、第七条及び第八

条第一項の規定の適用については、第四条中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該

高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が特定教育施設である場合を除く。）にあ

っては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事（当該高等学校等が特定教育施設でな

い場合にあっては、教育委員会」と、第七条中「支給対象高等学校等の設置者」とあるのは「都道府県知事」と、

「代わって就学支援金を受領し、その有する」とあるのは「支給すべき就学支援金を当該都道府県の」と、「充て

るものとする」とあるのは「充てるものとする。この場合においては、当該受給権者に対し、就学支援金の支給

があったものとみなす」と、同項中「支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事」とあるのは「都道

府県知事」とする。  

 

（交付金）  

第十五条  国は、就学支援金の支給に要する費用の全額に相当する金額を都道府県に交付する。  

２  国は、毎年度、予算の範囲内で、就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に

交付する。  

   

 第三章 雑則 

 

（不服申立てと訴訟との関係）  

第十六条  削除 
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（届出） 

第十七条 受給権者は、文部科学省で定めるところにより、都道府県知事（第十四条第一項又は第二項に規定す

る就学支援金に係る場合にあっては、文部科学大臣。次条第一項において同じ。）に対し、保護者等の収入の状況

に関する事項として文部科学省令で定める事項を届け出なければならない。  

 

（報告等）  

第十八条  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、受給権者、その保護者等若しくは支給対象

高等学校等の設置者（国及び都道府県を除く。）若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に対し、

報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。  

２  前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者

の請求があるときは、これを提示しなければならない。  

３  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。  

 

（事務の区分）  

第十九条  第四条（第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第六条第一項、第八条第一

項（第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第十一条第一項、第十七条及び前条第一項

の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二条

第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。  

 

（文部科学省令への委任）  

第二十条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。  

 

（罰則）  

第二十一条  偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。ただし、刑法 （明治四十年法律第四十五号）に正条があるときは、同法 による。  

２  第十八条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、

若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。  

３  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二

項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。  

 

   

 附 則 抄  

 

（施行期日） 

１  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。  

（検討） 

２  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、この法律の規定

について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。  
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 附 則 （平成二十五年十二月四日法律第九〇号）抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、二十六年四月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

第二条 平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

２ この法律の施行の日前から引き続き高等学校等（この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の

不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（次項において「旧法」という。）第二条第一項に規

定する高等学校等をいう。）に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校（同条第二項に規

定する公立高等学校をいう。）に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前

の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金の交付に

ついては、なお従前の例による。 

 

 附 則 （平成二十六年六月十三日法律第六九号）抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 
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２８－（２） 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 

平成22年4月1日 

号外政令第百十二号 

平成24年7月25日 

号外政令第二〇〇号 

  〔 第一次改正〕 

平成25年3月29日 

 号外政令第九十九号 

〔第二次改正〕 

                                     平成26年3月31日 

 政令第一二四号 

〔第三次改正〕 

平成28年11月24日 

 政令第三五三号 

〔第四次改正〕 

平成29年12月8日  

 政令第三○一号 

〔第五次改正〕 

令和2年3月30日   

 政令第八九号 

〔最終改正〕 

 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 

内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律

第十八号）第三条第二項、第四条第三項、第六条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）及び第二項並びに第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 

（保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者等） 

第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。）第三条第

二項第三号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める者とする。 

一 法第三条第一項に規定する者（次号において「生徒等」という。）に保護者（親権を行う者（親権を行う者の

ないときは、未成年後見人）をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長その

他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。）がいる場合 当該保護者 

二 生徒等に保護者がいない場合 当該生徒等（当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場

合にあっては、当該他の者） 

２ 法第三条第二項第三号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める

者は、保護者等（前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第

四条第二項において同じ。）について第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額（その額が零を下回
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る場合又は当該保護者等が地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二百九十五条第一項各号に掲げる者

若しくは同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者

である場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。以下この項及

び第四条第二項において「算定基準額」という。）（保護者等が二人以上いるときは、その全員の算定基準額を

合算した額。第四条第二項において同じ。）が三十万四千二百円以上である者とする。 

一 高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）が支給される月の属する年度（当該月が四月から六月

までの月であるときは、その前年度。次号において同じ。）分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定

による特別区民税を含む。同号及び第四条第二項において同じ。）に係る同法第三百十四条の三第二項に規定す

る課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株

式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得

等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する

課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同

法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条

の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第八条第二項（同法第十二条第五項及び第十六条

第二項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（同法第八条第八項第四号（同法第十二

条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた地方税法第三百十四

条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律第八条第四項（同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用配当等の額（同法第八条第十一項第四号（同法第十二条第八項及び第十六条第五項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額（同条第十一項第四号

の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）及び

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定

する条約適用配当等の額（同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額に百分の六を乗じた額 

二 就学支援金が支給される月の属する年度分の地方税法第三百十四条の六の規定により控除する額（地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該年度分の地方税法

の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に

四分の三を乗じた額） 

（高等学校等に在学した期間の計算の特例） 

第二条 法第三条第三項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。 

一 その初日において在学していた高等学校等（法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）が高等学校

定時制課程等（高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）若しくは中等教育学校の後期課程（専攻科及び

別科を除く。以下同じ。）の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校（高等学校の課程に類する課程で

あって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科

学省令で定めるものに限る。）をいう。次号において同じ。）のみであった月 
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二 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月（当

該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等（法第五条第一項に規定する支給対象高等学校等を

いう。以下同じ。）であった月に限る。） 

２ 法第三条第三項の政令で定める月数は、一月の四分の三に相当する月数とする。 

（支給限度額） 

第三条 法第五条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

一 高等学校等（次号から第六号までに掲げるものを除く。） 九千九百円 

二 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人（第六号及び次条第一項

第一号において単に「国立大学法人」という。）の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程（第五号に掲

げるものを除く。） 九千六百円 

三 地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人

を含む。次号及び第六号において同じ。）の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程（第

五号に掲げるものを除く。） 二千七百円 

四 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程（次号に掲げるものを除く。） 

五百二十円 

五 高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校（高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科

学省令で定めるものに限る。次条第一項第三号において同じ。）で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料

の額を定めるもの 受給権者（法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条第二項及び第五条において同じ。）

が当該学校に在学中の各月に支給される就学支援金の額の総額が三十五万六千四百円を超えない範囲内において、

当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額 

六 国立大学法人及び地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部 四百円 

（支給限度額の加算） 

第四条 法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。 

一 国（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人

を含む。）及び地方公共団体（地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号及び

次項第三号において同じ。）以外の者の設置する高等学校等 

二 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校（第一学年から第三学年までに

限る。次項第三号において同じ。） 

三 地方公共団体の設置する専修学校 

２ 法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者（保護者等が

市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において

同じ。）とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加

えた額は、当該受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

一 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者（次号及び第三号に掲げる者を除く。）当該

受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額 

二 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者当該受給権者の支給対象高等

学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三

に相当する額を加えた額 
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三 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者前条第一号に定め

る額に九千六百五十円を加えた額 

（就学支援金の支給の停止） 

第五条 法第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。 

２ 就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する

旨の申出をした日（当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。）の属する月の翌月から当該

場合に該当しなくなった旨の申出をした日（当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。）の

属する月までの間、その支給を停止する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二三年一二月一六日政令第三九六号） 

この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成二四年七月二五日政令第二〇〇号） 

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施

行令第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について

適用し、同年六月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年三月二九日政令第九九号） 

（施行期日） 

１ この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施

行令（次項において「新令」という。）第二条第一項の規定は、平成二十五年四月以後の月に係る私立高等学校

等（公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第三項に規定する

私立高等学校等をいう。以下同じ。）に在学した期間の計算について適用し、同年三月以前の月に係る私立高等

学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。 

３ 新令第三条の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年三

月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年三月三一日政令第一二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年一一月二四日政令第三五三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年一二月八日政令第三〇一号） 

（施行期日） 

１ この政令は、平成三十年七月一日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第一条第二項及び第四条第二項の規

定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高

等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （令和二年三月三〇日政令第八九号） 

（施行期日） 

１ この政令は、令和二年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（次項において「新令」という。）

第一条第二項の規定は、令和二年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分

以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

３ 新令第四条第二項の規定は、令和二年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年

三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。この場合において、同年四

月分から六月分までの高等学校等就学支援金の支給に係る同項の規定の適用については、同項中「算定基準額が

十五万四千五百円」とあるのは「保護者等の令和元年度分の道府県民税所得割（地方税法の規定による道府県民

税（同法の規定による都民税を含む。以下この項において同じ。）の同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得

割（同法第五十条の二の規定によって課する所得割を除く。）をいう。）の額と市町村民税所得割（同法の規定

による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割（同法第三百二十八条の規定によって課す

る所得割を除く。）をいう。）の額とを合算した額が二十五万七千五百円」と、「市町村民税」とあるのは「道

府県民税及び市町村民税」と、「同条第二項」とあるのは「法第五条第二項」とする 
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 ２８－（３） 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則  

 

平成22年4月1日 

号外文部科学省令第十三号 

平成24年7月25日 

号外文部科学省令第三一号 

〔第一次改正〕 

平成25年3月29日 

  号外文部科学省令第一二号 

             〔第二次改正〕 

                                  平成26年3月31日 

                                  号外文部科学省令第一三号 

                                        〔第三次改正〕 

 平成28年3月15日 

                                  号外文部科学省令第三号 

                                        〔第四次改正〕                                   

                                  平成30年6月14日 

                                  号外文部科学省令第二一号 

                                        〔第五次改正〕 

                                  令和元年7月1日 

                                  号外文部科学省令第九号 

                                        〔第六次改正〕 

                                  令和3年3月26日 

                                  号外文部科学省令第一一号 

                                        〔第七次改正〕 

令和4年2月7日 

号外文部科学省令第二号 

〔最終改正〕 

 

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八

号）第二条第一項第五号、第五条、第六条第一項、第七条第四項、第九条第一項及び第十九条並びに公立高等学

校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成二十二年政令第百十二号）

第三条第三号及び第四条第二項第一号の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。 

（専修学校及び各種学校） 

第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。）第二条第

五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める

ものは、次に掲げるものとする。 

一 専修学校の高等課程 

二 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの 
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イ 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第二十二条第一号に規定する学校又は同条第二号に規

定する准看護師養成所 

ロ 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一項第一号に規定する調理師養成施設 

ハ 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 

三 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの 

四 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの 

イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの 

ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、

文部科学大臣が指定したもの 

２ 前項第四号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。 

３ 法第二条第五号の学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教

育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等

学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法（平成十

一年法律第二百十四号）による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。 

（在学期間の計算の特例等） 

第二条 法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。 

一 日本国内に住所を有していなかった期間（その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月とし

て計算し、高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支給を受けることのできた月を除く。） 

二 法第三条第二項第三号に該当する者が高等学校等（法第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）を休

学していた期間（その初日において休学していた月を一月として計算する。次号及び第四号において同じ。） 

三 法の施行前に生徒等（高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成二十二年政令第百十二号。以下

「令」という。）第一条第一項第一号に規定する生徒等をいう。次号及び次項第四号において同じ。）が公立高

等学校等（地方公共団体の設置する高等学校（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）、中等教育学校の後期課程

（専攻科及び別科を除く。以下同じ。）及び特別支援学校の高等部並びに前条第一項第二号に掲げる専修学校の

一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。）以外の高等学校等を休学していた期間 

四 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律（平

成二十五年法律第九十号）の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間 

２ 令第一条第一項第一号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条

第二項の規定により親権を行う児童相談所長 

二 児童福祉法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長 

三 民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百五十七条の二第二項の規定により財産に関する権限のみを行使す

べきこととされた未成年後見人 

四 前三号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護

者 

３ 令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるも

の（専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令第二号）第四条に規定する夜間等学科又は同令第五条第一項に規

定する通信制の学科に限る。）とする。 

（受給資格の認定及び通知等）  
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第三条 法第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者（以下この項において「受給資格者」という。）が、

様式第一号による申請書に、保護者等（令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。）の個人番号カ

ードの写し等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第

二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。）又は課税証明書等

（令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村（特

別区を含む。）の長の証明書その他の書類をいう。第十条第二項及び第十一条第三項において同じ。）を添付し

て、当該受給資格者が在学する高等学校等（その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その

選択した一の高等学校等の課程。次項及び第十一条第四項において同じ。）の設置者を通じて、当該高等学校等

の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が法第二

条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。）に提出

することによって行わなければならない。 

２ 都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する

申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 

３ 受給権者（法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。）は、氏名を変更したときは、その旨を支

給対象高等学校等（同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。）の設置者を通じて、速やかに都道

府県知事に届け出なければならない。 

（受給事由消滅の届出及び通知） 

第四条 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を

受ける事由が消滅したとき（当該受給権者が高等学校等に通算して三十六月在学した上で高等学校等（修業年限

が三年未満のものを除く。）を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を

超える者となったときを除く。）は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき（当該届出が法第三条第二項第一号に該当する者となっ

た受給権者に係るものであるときを除く。）は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象

高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。 

（授業料の月額等） 

第五条 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校

等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。 

一 二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業料の額を当該期間の

月数で除した額 

二 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等（高等学校、中等教育学校の後

期課程及び専修学校（第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。）に限る。） 受給権者が就学支援

金の支給を受ける月において履修する科目（以下この号及び第七条第二項において「履修科目」という。）のう

ちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての

単位について合算した額 

２ 法第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対

象高等学校等の授業料の月額（授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、

前項各号に定めるところにより算定した額をいう。）から、当該授業料の月額に係る減免額（授業料の減免額が

年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月

数で除した額をいう。）を控除した額とする。 

（授業料の額の提出等） 
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第六条 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写

しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。 

２ 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免し

たときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。 

（生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額） 

第七条 令第三条第五号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるも

のとする。 

２ 令第三条第五号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位

当たりの支給限度額（次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額（当該

額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額）を当該

各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。）を履修科目の全ての単位について合算した額とする。 

一 高等学校及び中等教育学校の後期課程（次号及び第三号に掲げるものを除く。）並びに第一条第一項第一号及

び第二号に掲げる専修学校 四千八百十二円 

二 地方公共団体（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人

を含む。次号において同じ。）の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程 千七百四十円 

三 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程 三百三十六円 

３ 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月（以下この項及び次項において「算定月」という。）

の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位

数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単

位について合算することができない。 

４ 第二項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科

目を履修する期間を満了したもの（同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であ

った高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。）の単位

数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数（これらのうち就学支援金

の支給に係る科目の単位数に限る。）並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合

にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することがで

きない。 

（就学支援金の額の通知） 

第八条 都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの

間における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、

受給権者に通知しなければならない。 

２ 都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異な

るときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給

した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときは、この限りでない。 

（就学支援金の支払の時期） 

第九条 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。 

（就学支援金の支給の停止） 

第十条 法第八条第一項の規定による申出は、受給権者が、様式第二号による申出書を支給対象高等学校等の設置

者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 
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２ 法第八条第一項の規定による申出をした受給権者は、令第五条第一項に規定する場合に該当しなくなったとき

は、様式第三号による申出書に、収入状況届出書等（様式第一号による届出書に保護者等の個人番号カードの写

し等又は課税証明書等を添付したものをいう。次条第一項及び第三項において同じ。）を添付して、支給対象高

等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護

者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書のみを提出すれば

足りる。 

３ 都道府県知事は、法第八条第一項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に

基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の

設置者を通じて、通知しなければならない。 

（収入の状況の届出等） 

第十一条 法第十七条に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書

等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。た

だし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等を提出している場合にあっては、この限り

でない。 

２ 法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出

は、前項本文の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、受給権者（法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を

除く。以下この項において同じ。）は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届

出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、

この省令の規定により既に当該保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっ

ては、これを添付することを要しない。 

４ 都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第三条第二項第三

号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知し

なければならない。 

（支給実績証明書） 

第十二条 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実

績を証明する書類を発行しなければならない。 

（身分を示す証明書） 

第十三条 法第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分

証明書とする。 

（事務の委託） 

第十四条 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務

を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。 

（国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例） 

第十五条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、

第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者」とあるのは「長」と、「当

該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学

校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会。以下同

じ。）」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条及び第八条中「都道府県知事」

とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第九条中「都道府県知事」とあるのは「文部
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科学大臣」と、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学

大臣」と、第十二条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文

部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。 

２ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法（平

成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支

給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、第八条から第十二条まで及び前条の規定の適用については、

第三条第一項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものであ

る場合（当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県

教育委員会。以下同じ。）」とあり、並びに同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条から第十二条まで

及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。 

３ 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第三条、第四条、第六条、

第八条、第十条、第十一条及び前条の規定の適用については、第三条第一項中「設置者を通じて、当該高等学校

等の所在地の都道府県知事（当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合（当該高等学校等が法第

二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。）にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置

者である都道府県の知事（当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教

育委員会」と、同条第二項及び第三項、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十一条中「設置者」とあるのは

「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（専修学校及び各種学校の特例） 

２ 第一条第一項第二号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四

号）第三条第三項に規定する理容師養成施設（理容師養成施設指定規則（平成十年厚生省令第五号）附則第三条

の規定により同条に規定する学校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において

単に「理容師養成施設」という。）又は美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項に規定する美

容師養成施設（美容師養成施設指定規則（平成十年厚生省令第八号）附則第三条の規定により同条に規定する学

校教育法第五十七条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。）

の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第一条第一項第三号に掲げる各種学校には、当分の間、理

容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。 

（生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額に係る単位数の特

例） 

３ 令和三年四月分から令和五年三月分までの高等学校等就学支援金の支給については、第七条第三項の規定は、

適用しない。 

附 則 （平成二四年三月二三日文部科学省令第七号） 

１ この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十四年四月一日）から施行する。 

２ 第二条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法

律施行規則の様式による書類は、平成二十四年四月三十日までの間は、これを使用することができる。 

附 則 （平成二四年七月二五日文部科学省令第三一号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二五年二月二〇日文部科学省令第三号） 
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（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令

の規定は、当分の間、なおその効力を有する。 

附 則 （平成二五年三月五日文部科学省令第四号） 

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二五年三月二九日文部科学省令第一二号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施

行規則第五条第一項の規定は、平成二十五年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、

同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二六年三月三一日文部科学省令第一三号） 抄 

（施行期日） 

１ この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第二号及び第三号の

規定は、この省令の施行の日以降同項第二号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第三号に掲げる各種学校の第

一学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給から適用する。 

附 則 （平成二七年三月一九日文部科学省令第六号） 

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年三月一五日文部科学省令第三号） 

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年三月一四日文部科学省令第五号） 

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二九年三月三一日文部科学省令第一二号） 

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行の日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月一四日文部科学省令第二一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、平成三十年七月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第一項及び様式第一号の規

定は、平成三十年七月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年六月分以前の月分の高

等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。 

附 則 （平成三一年三月一二日文部科学省令第六号） 

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 
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附 則 （令和元年七月一日文部科学省令第九号） 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。 

附 則 （令和二年三月三一日文部科学省令第一一号） 

この省令は、令和二年七月一日から施行する。 

附 則 （令和二年一〇月九日文部科学省令第三六号） 

この省令は、令和三年四月一日から施行する。 

附 則 （令和三年三月二六日文部科学省令第一一号） 

（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用さ

れている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。 

 

様式〔省略〕 

 


